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第3章 自営電気通信

第1節 概 況

1無 線 通 信

近年における電波科学の飛躍的な進歩により,我 が国の電波利用は目覚ま

しい普及発達を遂げ,そ の利用分野も社会経済活動あるいは国民生活のあら

第2-3-1表 用途別 固定局数
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ゆる方面にわたっている。52年 度末現在の無線局の総数は,151万9,344局

(前年度比6.6%増)に 達 し,こ の うち自営電気通信に供 される無線局は148

万568局 で全体の97%を 占めている。

(1)固 定 通 信

固定地点間の無線通信は,近 年企業の合理化又は業務の省力化の手段とし

て,そ の利用がますます増加 している。用途別固定局数は,第2-3-1表 の

とおりであ り,広 い分野において利用され,そ の総数は前年度に比し,6.2%

の増加となっている。

これ らの固定通信は,主 としてマイクロウエーブ回線によるほか短波回線

などによって,全 国的又は局地的ネットワークを構成 して各種の業務におい

て重要な役割を果たしている。

なお,災 害時における重要通信を確保するため,回 線施設面で各種の対策

が進め られている。

また,通 信方式は無線電話による音声通信のほか,画 像通信あるいはデー

タ通信等多様化 してきている。

(2)移 動 通 信

ア.航 空移動通信

現在我が国の全域にわた り対空無線通信施設及び レーダによる航空交通管

制が行われている。

対空無線通信施設及びレーダは,航 空機の大型化,高 速化に対応して飛躍

的な発展を遂げ,激 増する内外の定期 ・不定期の旅客及び貨物輸送の航空機

はもちろん,国 内における治安,報 道,宣 伝,個 人用等各種の小型航空機に

対しても,安 全かつ的確に航行,発 着させるために使用されている。

航空交通の安全上の必要か ら,ほ とんど の航空機には無線設備が 設置さ

れ,52年 度末現在の航空機局数は1,164局 に達 している。

イ.海 上移動通信

海上を航行する船舶 と陸上との無線通信は,船 舶にとって欠くことのでき

ない通信手段であるので,電 波法に定める無線設備の設置を強制される船舶
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(いわゆる義務船舶局)に 限 らず多数の船舶が安全の確保及び事業の能率的

運営のために無線通信設備を設定している。52年 度末現在 の船舶局数は,

5万7,767局 に達 し,前 年度に比べ7.3%の 増加 となっている。

近年,小 型船舶を中心に無線電話の利用が盛んとなってきているが大型船

舶においても短波無線電話,国 際VHF無 線電話を設置するものが増加して

お り,海 上移動通信は電話化の傾向にある。52年 度末現在の電信,電 話別船

舶局数は第2-3-2表 のとお りである。

第2-3-2表 電信 ・電話別船舶局数

海上移動通信の目的は,航 行の安全,事 業の運営及び港湾出入管理に大別

される。

船舶の航行の安全のための通信は,海 上保安庁の無線局を中心とする陸上

側における遭難周波数の聴守の維持,航 行援助及び捜索救助の体系と,船 舶

側における聴守の維持及び相互救助の体系によって構成され,遭 難通信制度

の骨格をなしている。現在我が国における遭難周波数は歴史的経緯,船 舶の

実態,電 波の物理的特性等か ら第2-3-3表 のとお りとなっている。

船舶の遭難の際,即 時の救助を求める信号を自動的に送信(2,091kHz又

は2,182kHzを 使用)す る遭難自動通報設備を設置する船舶は52年 度末現
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第2-3-3表 聴 守 周 波 数

在2万1,447隻 に達 し,海 難救助に効果を発揮している。

事業運営のための船舶 と陸上との通信は,公 衆通信によるほか,漁 業にお

いては漁業用海岸局,内 航海運業においては内航用海岸局を設置して行われ

ている。

船舶交通の多い主要港湾に お い て は海上保安庁 及 び 港湾管理者が国際

VHF無 線電話によって港湾出入船舶の管制 及び 管理を行ってお り,こ の通

信は海上移動通信の中でます ます大きな比重を占めてきている。

ウ.陸 上移動通信

我が国の行政 ・産業活動の活発化,広 域化に伴い,情 報交換の迅速化等の

必要性が高ま り,中 枢機能とその出先(自 動車,列 車等)と の間における通

信連絡の手段として陸上移動通信は,公 共事業,公 益事業,私 企業等におい

てその利用が広く普及し,社 会活動に大きく貢献している。

52年度末現在,基 地局及び陸上移動局を合わせた陸上移動業務の無線局は

45万4,488局 に達 し,前 年度に比べ10.0%の 増加となっている。

これ らの陸上移動業務にはVHF帯 又はUHF帯 の電波が使用されている

が,そ の需要が近年急激に増加 しつつあるため,通 信路間隔の縮小などの措

置を講 じて周波数の不足に対処 してきている。
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2有 線電気通信

有線電気通信設備の設置の態様は,単 独設置,共 同設置及び本邦外設置に

分かれ,ま た,有 線電気通信設備の使用の態様は自己使用,他 人の設備との

接続及び他人使用 とに分かれる。これ らの態様別の設置及び使用の状況を,

有線電気通信法に基づ く届出及び許可の件数の面か らみると,以 下のとおり

である。

(1)設 置の状況

ア.単 独 設 置

52年度末における有線電気通信設備の設置の届出件数は2万7,842件 であ

り,前 年度末に比べて2,492件(9.8%)増 加 している。

その内訳は,有 線テレビジョン放送設備1万9,317件(69.4%),有 線 ラジ

オ放送設備6,946件(24。9%)及 び有線放送設備以外の電話,フ ァクシミリ

等の有線電気通信設備(以 下 「一般の有線電気通信設備」 という。)1,579件

(5.7%)で ある。

各年度における設備の届出件数は第2-3-4表 のとお りである。

第2-3-4表 有線電気通信設備の年度別屈出件数
(年度末現在)

(注)一 般の有 線電気通信設 備には これ 以外に も有線電気通信法上設置 の届 出義

務 が免除されている設 備が相 当数ある。 この届出免除設 備は,鉄 道事業や電

気事業な どの特定の事 業者 が設 置す る有線電気通信設備 であって,鉄 道事業

の ように営 業区域 に対応 したネ ッ トワークを構成 す る規模 の大 きなものか ら

各家庭のイ ンターホン程 度の小規模な もの まで多岐にわた ってい る。



第3章 自営電気通信 一203一

イ,共 同 設 置

52年 度 末 に お け る有 線 電 気 通 信設 備 の共 同 設 置 の許 可 件 数 は8,839件 で あ

り,前 年 度 末 に 比 べ て64件(0.7%)増 加 してい る。

許 可事 由別 で は共 同 業 務(有 線電 気 通 信 法 第4条 第4号)が10件(0.1%),

緊 密業 務(同 法 第4条 第5号)が8,786件(99.4%),特 定 地 域(同 法第4条

第6号)が43件(0.5%)で あ る。

各年 度 末 に お け る共 同設 置 の許 可 件 数 は 第2-3-5表 の とお りで あ る。

第2-3-5表 有線電気通信設備共同設置の年度別許可件数

(年度末現在)

ウ。本邦外設置

本邦外にわたる有線電気通信設備の設置は,原 則として,電 電公社又は国

際電電以外の者は設置できないが,特 別の事由がある場合には郵政大臣の許

可を得て設置できることとなっている。

これにより許可を行った件数は,52年 度末現在で7件 である。

(2)使 用の状況

有線電気通信設備の設置の自由の原則は,設 置者がその設備を自己の通信

に使用することを前提としているものであるが,そ の設備を他人の設置した

設備と接続 して使用 した り,他 人に使用させた りすることは原則として禁止

されてお り,特 別の事由がある場合に,郵 政大臣の許可を得て行 うことがで

きることとなっている。

ア.接 続の許可
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52年度末における許可件数は15件 であ り,前 年度に比べて1件 の減少とな

っている。

許可事由は15件すべてが,有 線電気通信法第9条 第6号 の緊密業務による

ものである。

各年度末における接続の許可件数は第2-3-6表 のとお りである。

第2-3-6表 有線電気通信設備接続の年度別許可件数

イ.他 人の使用許可

52年度末における許可件数は334件 であ り,前 年度に比べて110件(49.1%)

増加している。

これを許可事由別にみると,特 定地域(有 線電気通信法第10条 第5号)が

6件(1.8%),公 共の利益(同 法第10条 第16号)が328件(98,2%)で ある。

各年度末における他人使用の許可件数は第2-3-7表 のとお りである。

第2-3-7表 有線電気通信設備他人使用の年度別許可件数

(年度末現在)
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(参考 特 定 地 域 設 備)

有 線電 気 通 信 法 上,都 市 か らの距 離 が 遠 く,電 電 公社 が 公 衆 電 気 通 信役 務

を提 供す る こ とが 困 難 で あ る と認 め られ る地 域(一 の市 町 村 の区 域 内 に あ っ

て,電 話 加入 区域 外 の地 域)は 特定 地 域 とされ,そ の地 域 に設 置 され る有 線

電 気 通 信設 備 は特 定 地 域 設 備 と して 位置 づけ られ て い る。

この 特 定地 域 設 備 は,前 記(1)共 同設 置 に係 る もの43件 と前 記 〔2)他人 使用 に

係 る もの6件 の合 計49件 で あ る。

(3)事 業別 の利 用状 況

有 線 電 気 通 信設 備 は,設 置 主 体 の 事 業 内容 に応 じた 使用 目的 を持 って 設 置

され る もの で あ るが,前 述 した 設 備 に つ い て事 業 別 に 分類 す る と以 下 の とお

りで あ る。

ア.一 般 の有 線 電 気 通 信 設 備

一 般 の有 線 電 気 通 信設 備 を事 業 別 に み る と
,農 林 漁 業360件(22.8%)が

最 も多 く,以 下 製 造業256件(16.2%),サ ー ビス業106件(6.7%),運 輸 業

83件(5.3%),建 設 業73件(4.6%),卸 ・小 売業71件(4.5%),ガ ス ・水 道

事 業35件(2.2%),そ の 他 これ らに区 分 で きな い 事業 に お いて も595件(37.7

%)と な って お り,広 範 囲 にわ た って 利 用 され て い る。

な お,年 度 別 の 推 移 は第2-3-8表 の とお りで あ る。

第2-3-8表 一般の有線電 気通信設備の事業別設置状況

(年度末現在)

イ.共 同設置の許可設備

52年度末における共同設置の許可件数8,839に ついてこれを事業別に分け
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る と,電 気事 業4,721件(53.4%),鉄 道 事 業3,564件(40.3%,こ の うち国

鉄 が93.9%)と な っ て お り,こ の2事 業 で全 体 の93.7%を 占め て い る。 この

ほ か 製造 業384件(4.3%),農 林 漁 業49件(0.6%),サ ー ビス業20件(0.2

%),そ の他101件(1.2%)と な って い る。

な お,年 度 別 の推 移 は 第2-3-9表 の とお りで あ る。

第2-3-9表 共同設置許可設備の事業別設置状況
(年度末現在)

ウ.接 続 の 許 可設 備

52年 度 末 に お け る接 続 の 許可 件 数15を 事 業 別 に み る と鉄道 事 業7件(46.7

%),電 気 事 業3件(20%),鉱 業3件(20%),そ の他2件(13.3%)と な

って い る。

エ.他 人 使 用 の 許 可 設備
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52年 度 末 に お け る他 人 使 用 の 許 可 件 数334を 事 業 別 に み る と,農 林 漁 業 が

191件(57・2%)と 過半 数 を 占 め,次 いで 鉄 道 事 業25件(7 .5傷),鉱 業8件

(2.4%),運 輸 業4件(1.2%),サ ー ビス業4件(1.2%),電 気 事 業2件

(0.6%),そ の他100件(29.9%)と な って い る。

第2節 分野別利用状況

1警 察 用

(1)現 状

ア,国 内 通 信

複雑,多 様化かつ広域化する警察事案を迅速,円 滑に処理するための警察

活動においては,指 揮,命 令,報 告等の情報をいつどこか らでも即時に伝達

できる体制の確立が不可欠の条件である。

警察通信回線は,こ のような目的のために全国的規模において整備されて

きているが,そ の主体となっているのは自営の多重無線回線で構成される幹

線系と,超 短波帯及び極超短波帯で構成される移動通信系である。

現在幹線系は,警 察庁一管区警察局一都道府県本部(北 海道における方面

本部を含む。)がマイクロ回線によ り構成 されて おり,同 回線は,事 務用電

話のほか,フ ァクシミリ伝送,デ ータ伝送などにも用い られ,指 名手配や犯

罪手口などの照会業務及び各種統計業務等に利用されている。

また,同 回線に不測の障害が発生 した場合に 備え て のバ ックアップとし

て,短 波回線を有している。

移動通信系は,110番 への 急訴によって事件現場へ急行するパ トロールカ

ー通信を主体とし,バ ス型車両にとう載されて事件現場の前線指揮所となる

多重用無線電話,警 察官が使用する携帯用の各種無線電話,受 令機,ヘ リコ

プターや舟艇にとう載する無線機等多くの種類の無線機が第一線の警察活動

に広く利用され,重 要な役割を果 している。

また,無 線設備のうち異色のものとしては,ヘ リコプター又は大型車両に
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とう載される無線テレビジョン,車 両の速度測定用のレーダスピー ドメータ

ー,パ トロールカーの現在位置とその活動状況を自動的に掌握できる自動動

態表示システムがある。

イ.国 際 通 信

最近の国際犯罪の多発化に伴い,相 互協力を目的として設立された国際刑

事警察機構(ICPO)に は,わ が国も加盟 してお り,警 察庁に おいては国際

間の犯罪情報の交換を迅速に行 うため,こ の通信網に加入 し東南アジァの地

域中央局として,パ リ総局をはじめ同機構に加入している東南アジア地域の

各局 と短波通信を行っている。

(2)新 技術の導入

警察活動の形態は,多 様化,複 雑化する社会構造 とその 犯罪手口に 対応

し,常 に新 しい技術の導入を要求されてきているところであるが,こ れに対

処すべく警察通信学校研究部においてのエ レク トロニクス技術の研究,開 発

もまた 目覚ましいものがある。

ア.移 動無線用テレプ リンタ装置

移動無線に導入されるテレプ リンタは,電 子計算機システムへ直結される

ものであ り,電 波発射時間の短縮,不 在時の自動受信,通 信内容の秘匿等数

多くの利点が考えられる。

今までに符号方式や変調方式,そ の他について実験検討を重ねた結果,本

年度か ら千葉県で実用試験を行 うことになった。

イ.ウ オーキールッキー

警察活動用テレビジ ョン中継車設備による映像中継は,カ メラが大きいこ

とと,ケ ーブルによ り連結されることから,活 動性に欠ける うらみがある。

このため,携 帯用テレビカメラで撮影 した映像を無線によって中継車まで

伝送する無線方式のウオーキール ッキーを取 り入れ,近 く実用に入る予定で

ある。
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2航 空保安用

(1)航 空交通管制用通信

航空の分野における無線通信の役割は,専 ら航空機の航行の安全 と秩序を

確保することにある。 したがって,そ の主要な利用形態は航空交通管制のた

めの通信と無線航行援助のための通信(航 空保安無線)で ある。

民間航空機の航行の安全に関する業務は,多 少の例外はあっても,ほ とん

どすべての国において国の責任によって行われている。このような業務に使

用される通信を航空交通管制通信と称している。

ア.航 空移動業務

航空機が航行中,地 上の航空管制官又は航空管制通信官 との問に行 う空地

通信である。国内を航行する航空機に対 しては,札 幌,東 京,福 岡及び那覇

の各航空交通管制部並びに各空港の管制機関が,ま た,洋 上を航行する航空

機に対しては,東 京及び那覇の各航空交通管制部がそれぞれの責任分担空域

において無線電話による航空交通管制通信を実施 している。

この業務に使用されている電波は,短 波帯 とVHF帯 であるが,短 波帯は

ITUで 分配された2,850kHz～17,970kHzの 周波数帯 を,VHF帯 は118

MHz～136MHzの 周波数帯を使用 し,通 信は無線電話によって行われてい

る。

52年度においては,航 空路管制業務を実施するため 東京(三 国山),札 幌

(横津岳),札 幌(丘 珠),福 岡(岩 国)の 各航空局が開設された。

イ.航 空固定業務

(力 航空固定電話

航空機を管制する地上局が,自 己の管制空域を離れて隣接する空域へ航

行する航空機の管制を隣接の管制機関へ移管するための隣接管制区管制機

関相互間の直通無線電話通信である。

国内を航行する航空機の管制移管のために札幌,東 京,福 岡,那 覇相互

間に,ま た,国 際線就航便のために東京とアンカレッジ,ホ ノルル,大 邸
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及び上海との間,那 覇と台北,ホ ノルル,大 邸及びマニラとの間並びに札

幌とハバロフスクとの問にそれぞれ有線,衛 星,マ イクロウェーブ又は短

波による直通電話回線が設定されている。

(イ)航 空固定電信

航空機が飛行前にあ らかじめ飛行経路上及び 目的空港に関する航行の安

全上必要な情報並びに航空管制上必要なデータを交換するために行われる

電信通信(国 際通信網としては,AFTN回 線)で ある。

国内を航行する航空機の航空交通業務通報(ノ ータム ・捜索救難に関す

る通報等)は 各空港及び管制部を接続する国内テレタイプ通信網により,

また,国 際線就航機のための通報は,東 京AFTN通 信局 とモスクワ,ハ

バ ロフスク,ア ンカレッジ,ホ ノルル,香 港,ソ ウル及び北京間並びに那

覇AFTN通 信局と台北間 に設定 され て い るAFTN回 線(北 京は準

AFTN回 線)に よ り取 り扱われてお り,ケ ーブル,衛 星,マ イクロウェ

ーブ又は短波が使用されている。

(2)航 空無線航行用通信

現在,航空機はヘ リコプタ.自家用軽飛行機等一部の小型航空機が主に有視

界飛行方式により飛行を行っているほかは,地 上の航空保安無線施設を利用

して,機 上の無線航行装置を用いて計器飛行方式によ り飛行を行っている。

機上の装置には空地通信のため,VHF帯,UHF帯 及 び短波帯を使用す

る通信設備のほかに,航 行装置としてADF(自 動方向探知機i),VOR受 信

装置,ILS受 信装置,電 波高度計,気 象 レーダ,ATCト ランスポンダ,

DME受 信装置,ド ップラレーダ等がある。

地上においては,52年 度末 現在第2-3-10表 に示す ような各種の航空保

安無線施設が設置されてお り,航 空機はこれ らの航空保安無線施設及び機上

の装置を利用することにより自機の針路,位 置,速 度,高 度等を確認し安全

運航を行 っている。

52年度においては,航 空路監視 レーダ(ARSR,SSR)が 横津岳,長 屋山

に,計 器着陸装置(ILS)が 小松,成 田に,航 空路又は空港用のVORDME
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第2-3-10表 航空保安無線施設の設置状況

(52年度末現在)

(注) 1.ILSのGPに はDMEを 併設 し た も の もあ る。

2.ILSに は,通 常,MM(ミ ドル ・マ ー カ),OM(ア ウ タ ・マ ー カ)

(い ず れ も無 線 標識 局 ・A275MHz)が 航 空 機 の 進 入 コ ー スに 設 置 さ

れ て い る。
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が秋田,佐 倉,宮 古,稚 内,成 田に,NDBが 礼文,波 照間,横 芝,久 住,

与論にそれぞれ開設された。

(3)飛 行場情報提供用通信

飛行場情報提供用通信は,航 空機が特定の空港に離着陸する際に必要な風

速,風 向,視 程,飛 行場の状態,航 空保安施設の運用状況,使 用滑走路の情

報等を連続して提供するものである。この業務は,飛 行場情報自動通報業務

(ATIS)と いい,運 輸省が東京国際(羽 田),新 東京国際(成 田),大 阪国

際,福 岡,宮 崎,鹿 児島,那 覇の各空港において,VHF帯 を使用して運用

している。

52年度においては,新 たに,名 古屋空港にも開設 された。

(4)航 空路情報提供用通信

航空路情報提供用通信は,飛 行場周辺以外の空域を飛行するすべての航空

機に対 して,そ の航行の安全に 必要な情報を 対空送受信 及び 対空送信(放

送)に より提供し,並 びに機長報告等航行の安全に関する空地通信を実施す

るものである。この業務は航空路情報提供業務(AEIS)と いい,札 幌,東

京,福 岡及び那覇航空交通管制部のAEISセ ンターか らVHF帯 の 遠隔対

空通信施設を使用して運用する。

52年 度は,河 和,岩 国に対空送信施設,成 田,河 和,土 佐清水,岩 国に対

空送受信施設を設置して 運用を 開始 しているが,53年 度更に 仙台,土 佐清

水,沖 永良部に対空送信施設,上 品山,三 国山,三 郡山,長 屋山,奄 美,八

重岳に対空送受信施設を設置し,運 用を開始する予定である。

(5)将 来の動向

増大,多 様化する航空需要 とこれに伴 う空港及び航空路の混雑等に対処す

るため,航 空通信の分野では,次 のような将来計画が導入されようとしてお

り,一 部については既に整備が進め られている。すなわち,① 航空路監視 レ

ーダを整備すること。②管制情報処理システムを整備すること。③通信の通

達距離の拡大と質の改善のため宇宙通信技術を導入すること。④データ自動

交換方式を採用すること。⑤VHFチ ヤンネル間隔を現在の50kHzか ら25
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kHz間 隔 に 縮 少 す る こ とな どで あ る。 これ らの 将 来計 画が 実 現 され る こ と

に よ って航 行 の安 全 性 と定 時 性 が よ り一 層 確 保 され る こ と とな るで あ ろ う。

3海 上保安用

海上における安全の確保,海 難の救助,治 安の維持及び汚染の防止等を任

務とする海上保安庁は,我 が国周辺海域における警備救難航行援助等を行 う

ため,海 岸局,船 舶局,航 空局,航 空機局等による移動通信系のほか,全 国

固定通信系,携 帯移動通信系を構成 して海上保安通信を行っている。52年度

末現在 これ らの無線局の数は3,841局 に達 している。

(1)警 備救難用通信

海上保安庁は,海 難の救助,治 安の維持その他海上における船舶交通の安

全に関する通信等を効果的に行 うため,全 国に設置した海岸局及び行動中の

巡視船艇の船舶局において,そ の規模に応 じ,第2-3-3表 の遭難周波数を

常時聴守 し,全 国24箇 所に遭難電波の方位を測定する施設を設置 して海難救

助に備えるとともに,同 庁の主要海岸局においては,港 内における船舶交通

の安全,港 内の整備及び船舶交通がふくそ うする航路 ・狭水道等における船

舶交通の安全を確保するための通信を行っている。更に海難救助機関におい

て常に特定の船舶の動向をは握 し,海 難の際の救助に資するいわゆるアンバ

ーシステム(相 互海難救助制度)に 釧路,塩 釜,横 浜等の8海 岸局が参加 し

ている。

このほか,船 舶航行の安全を確保するため,主 要海岸局及び特別業務の局

において気象及び航行警報の放送を行 うとともに関係各国が放送する航行警

報を聴守 し必要に応 じて再放送 している。

また,海 上保安通信体制の充実強化及び施設の近代化を図るため,陸 上通

信所統合再編成計画をたて,こ れを推進中であるが,52年 度には東海地区に

ついて整備統合が行われた。

(2)航 行援助用通信

海上保安庁は,ま た,我 が国沿岸の地理的条件と船舶交通の状況に応じて,
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電波を利用 した航路標識施設を設置 し,航 行の安全 と運行能率の向上に寄与

している。

近年船舶交通がとみに活発の度を加えている主要港湾及び狭水道において

船舶の航行の安全を確保するためには,陸 上から,き め細い情報を積極的に

提供 して航行船舶を援助するとともに,適 切な船舶交通の管制を行 う必要が

生 じている。このための措置の一環 として,レ ーダの映像をコンピズ ータに

よ り一元的に処理するためのシステムが実用化され,現 在東京湾内の浦賀水

道航路,中 ノ瀬航路におけるレーダ監視による情報の提供及び航行管制が行

われている。

これ ら航行援助無線局の52年度末現在の状況は 第2-3-11表 の とおりで

ある。

第2-3-11表 航行援助用無線局施設状況



第3章 自営電気通信 一215一

4気 象 用

気象庁は,気 象観測,観 測資料の収集,解 析,予 警報の発表等を所掌業務

としているが,そ の円滑な遂行を図るため,多 様な無線局を開設 している。

気象観測は,離 島,岬,山 間等のへき地から洋上及び上空にまで及ぶため,

観測データの収集には無線回線の設定が不可欠 となっている。

また,こ れ らの気象観測は地表,大 気圏内にとどまらず近年は人工衛星を

利用した宇宙か らの観測も取 り入れられてきている。

(1)観 測用通信

気象観測機器の主なものは,ラ ジオ ロボット,ラ ジオ ゾンデ,レ ーウィ

ン,気 象レーダ等であるが,こ れ らは単に観測機能のみにとどまらず通信機

能と一体となった構造となってお り,デ ータはすべて自動送信される。 ラジ

オロボットは,雨 量,風,霧,検 潮,波 浪,地 震等の観測に,ラ ジオゾン

デは,高 層大気の気圧,気 温,湿 度等の観測に,レ ーウィンは高層の風速風

向の観測に,レ ーダは,台 風 ・前線 ・雨域等の観測にそれぞれ使用されてい

る。

また,気 象解析にとって重要な洋上の観測システムとして気象 ・海象を自

動的に観測する海洋気象ブイロボットが,日 本海,東 支那海,三 陸沖及び南

方太平洋上に施設されている。

(2)資 料収集 ・連絡通信用

全国の気象官署で観測した気象データ及び航行中の船舶から報告された気

象データは,す べて地方通信中枢(札 幌 ・仙台 ・大阪 ・福岡 の 各 管 区気象

台,沖 縄気象台,名 古屋,新 潟,高 松,広 島,鹿 児島の各地方気象台を経て

全国通信中枢(気 象庁)に 集め られ,そ こで編集される。この編集されたデ

ータは再び地方通信中枢を経て各気象官署ヘフィードバ ックされる。

これ らの資料収集,配 布のための通信は,主 として専用回線(公 社線)が 使

用されている。また,予 警報等の情報交換用としてVHF帯 による電話回線

が設定されている。前記専用回線のバ ックアップ回線としては,こ のVHF
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回線が使用されるほか,前 記の主要官署と気象庁本庁との間に短波の電信回

線が設定されている。

また,山 間へき地等に設置される無人の観測施設の巡回,保 守及び無人地

域における臨時の観測のためにVHF帯 による連絡回線が構成される。

(3)通 報用通信

気象予報,警 報,実 況報,解 析報,天 気図など全国か ら収集されたデータ

に基づいて作成される情報は,気 象通報 として,主 として短波帯の特別業務

の局か ら,毎 日一定時に電信或いはファクシ ミリ等によって国内外の気象官

署,航 行中の船舶航空機等に対 して伝送 されている。

(4)静 止気象衛星

静止気象衛星(ひ まわ り)は,昨 年7月 打ち上げた我が国初の静止衛星で

東経145度 の赤道上3万6,000kmに 位置 している。

この衛星の目的は,世 界気象機関(WMO)と 国際学術連合会会議(ICSU)

が共同で行 う地球大気開発計画(GARP)を 推進 し,併 せて,我 が国の気象

業務の改善に資することであ り,西 太平洋アジア地域に お け る雲写真の撮

影,気 象データの収集,資 料の配布等を 目的 としている。

すでに,こ の衛星から得 られるデータは,実 際の予報業務に活用 されてお

り,近 く,新 たなシステムとして,前 述の洋上ブイロボットの結合が試みら

れることとなっている。

5防 災 用

(1)水 防道路用通信

建設省は,河 川,ダ ム及び道路整備事務の円滑な遂行を図るため水防道路

用無線局を開設 し,災 害の予防,復 旧,維 持管理等に関するデータの収集,

状況連絡,指 示等の情報伝達用として活用 している。その回線構成は,中 央

か ら末端現場に至るまでの状況が十分は握でき,確 実な指令伝達が行なわれ

るよう第2-3-12図 のとお りの系統となっている。

多重無線通信回線網は,建 設本省か ら各地方建設局(8か 所),北 海道開
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水防道路 用通信回線系統図

発局及び沖縄総合事務局に至る一級回線 各地方建設局か ら各工事事務所又

は各ダム管理所等(約200か 所)に 至る準一級回線 各工事事務所から各出

張所支所(約600か 所)に 至る二級回線があ り,こ れは マイクロウェーブで

結ばれている。さらに,幹 線となる一級回線は,2ル ー ト(う 回路を含む。)

で構成されている。また,洪 水警報,水 防警報,ダ ム管理等に必要な資料を

得るための水位,雨 量情報を伝送するためのテレメータ回線及びダムの放流

警報を通報するための無線回線をVHF,UHF帯 通信網で 構成している。

一方,移 動通信系は,河 川,道 路における危険箇所の早期発見,応 急処理
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第2-3-13表 防 災 行 政



用 無 線 局 設 置 状 況
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(52年度末現在)
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又は災害時における情報収集,伝 達を行 うため,工 事事務所,出 張所等を基

地局として,VHF帯 又はUHF帯 で通信網を構成している。 また,災 害が

発生 した場合又は発生する恐れがある場合には,現 場に出動 し現地対策本部

として応急対策の指揮等のために活用 される多重無線装置を備えた災害対策

車が整備されている。

なお,防 災関係業務の遂行に当っては,国 と地方公共団体が相互に連絡を

保ち一体 となって実施する必要があるため,各 道府県庁とその所在地の地方

建設局又は工事事務所間にも無線回線が構成 されている。

(2)防 災行政用通信

都道府県においては,毎 年多発する自然災害や大規模な人為災害に対処す

るため,防 災,応 急救助,災 害復旧等の諸施策の推進について規定 した災害

対策i基本法(昭 和36年 法律第223号)に 基づき,地 域防災計画を策定 し,そ

の一環 として防災行政用無線局の設置を進めている。

この防災行政用無線網は都道府県庁と土木,水 防等の都道府県出先機関,

市町村及び地方気象台,消 防本部等の防災関係機関との間を結ぶ直通回線並

びに当該地域全域を網羅する移動通信系回線で構成されてお り,平 常時の防

災対策,災 害時の応急措置及び被災後の復旧対策のための指令の伝達,情 報

の交換に多大の貢献をしている。

この無線通信網は,防 災行政用のみならず,都 道府県の企業用に使用する

場合は,こ の回線を共用することができるなどから,都 道府県の総合的無線

通信網として第2-3-13表 のように整備が進め られている。

なお,道 府県か ら一部の行政事務を委譲されている政令指定都市について

も,市 庁と区役所を結ぶ市独自の防災行政無線網の整備を認めてお り,52年

度末現在,大 阪市が設置,運 用中である。

(3)水 防用通信

地方公共団体においては,河 川の工事,洪 水及び沿岸の高潮等による災害

対策のため,又 は港湾の維持管理用 として常時潮位の観測を行 うための無線

局を開設 し,そ れぞれの管理機関と工事事務所,ダ ム管理所等の出先機関あ
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るいは,パ トロール車との間に無線回線を構成している。

(4)消 防 ・救急通信

地方公共団体は,消 防 ・救急活動の充実,強 化を図るため,消 防 ・救急機

関の常備化を進める一方,石 油コンビナー ト火災,海 上火災等の特殊火災に

備えるとともに,交 通事故の多発化,急 病人の増加による救急出動の増大に

対処するため,広 域消防 ・救急体制の確立を図っている。

このように,常 備化,広 域化される消防 ・救急活動を円滑に遂行するため,

消防本部,消 防署等には,基 地局及び固定局が消防車,救 急車,ヘ リコプタ

ー等には陸上移動局及び携帯局が開設されている。

また,消 防法施行令によって地下街に設置が義務づけ られている無線通信

補助設備としての漏えい同軸ケーブルを展張する方式の空中線等の使用が,

東京,横 浜,福 岡等の地下街で導入され,火 災時等における地下街 と地上の

消防隊員相互の連絡が充分に確保されることとなっている。

以上のように無線局の充実が図られることにより,火 災現場等における命

令の伝達,情 報の交換に万全が期されている。

なお,消 防庁は各都道府県 との問に建設省の全国回線を共用 して,災 害報

告,火 災速報等の消防情報の収集及び伝達を行 うための消防防災無線網を構

成 している。

6航 空運送事業用

国が直接行 う航空機の航行の安全のための航空交通管制通信に対 して,定

期,不 定期の航空運送事業老が自社の航空機の整備,運 航その他航空機 とう

乗者に関する一般事務等に関し,事 業用として行 う通信がある。このような

通信を一般に運航管理通信と称 している。

現在我が国には日航,全 日空,東 亜国内航空,日 本近 距 離 航 空,南 西航

空,日 本アジア航空等旅客,貨 物の輸送を行 う運送事業者のほか広告宣伝,

農薬散布,測 地,乗 員養成,訓 練等を行 う航空機使用事業者が多数存在して

いるが,こ れ らの事業体(約50社)が 自己の事業用として航空局,航 空機局
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等の無線局を開設 し専用の通信(VHF帯 による。)を行っている。

なお,新 東京国際空港(成 田)及 び那覇空港においては,国 等が行 う航空

交通管制のための通信を除き,一 般の空港内航空関係無線通信は,原 則とし

て国際電電及び電電公社が提供する公衆通信業務を利用 して行っている。

7海 上運送事業用

(1)外 航海運用通信

外航船舶は,一 般に,中 波電信,中 短波電話,短 波電信,短 波電話の周波

数を使用した大電力の無線設備,世 界の主要港湾に お い て使用されている

VHF無 線電話(国 際VHF)の ほか レーダー無線方位測定機,ロ ラン受信

機等の設備を備え,航 行の安全及び貨物の輸送,手 配等に関する通信を内外

の海岸局と行い,ま た,船 舶向けに行われている気象,流 行病その他航行の

安全に必要な情報の放送を受信 している。これ らの船舶における事業運営や

乗組員のための通信は,主 に公衆通信によって行われているが,最 近その円

滑化を図るため,新 技術の導入による混雑緩和,高 品質化が世界的規模で企

画 ・推進されている。特に海外衛星通信方式では現在,米 国のマ リサ ットシ

ステム衛星が,大 西洋,太 平洋及びインド洋に打ち上げ られ,大 西洋及び太

平洋の両海域をサーピスエ リアとす る電話及びテレックスによる公衆通信サ

ービスが開始されてお り,我 が国においては国際電電がこのシステムを利用

するための実用化試験局を船舶6隻 に開設し,良 好な成績を得ている。

(2)内 航海運用通信

日本周辺海域を航行する内航船舶は,中 短波無線電話又はVHF無 線電話

(国際VHF)を 設置 して航行の安全に備えている。

これ らの船舶局の うちVHF無 線電話(国 際VHF)を 備えるものはその

設備に組み込まれている公衆通信チヤンネル(沿 岸無線電話)に よって陸上

の加入電話との間に随時通信ができるので,事 業運営のための通信はこれに

よって行 っている。中短波無線電話を設置する船舶は全国8箇 所に開設され

ている内航用海岸局を利用 して事業運営のための通信を行っているが,上 記
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のような陸上の加入電話 と直接通話ができる システムでな い ので,最 近は

VHF無 線電話(国 際VHF)に 移行す る傾向が強くなっている。

近年,内 航船舶の大型化,高 速化が進められているが,こ れら船舶の運行

を能率的に行 う目的で専用の海岸局の開設を希望するものが多 くなり52年度

には6局 が新たに開設された。

なお,長 距離 カーフェリーは,航 行の安全を図る見地から無線電信を設置

している。

以上のほか,海 運事業に使用される無線局として 無線航行移動局が ある

が,こ れは,船 舶に レーダのみを設置して航行の安全を図ろ うとするもので

あ り,小 型船舶の場合に限 られている。

8港 湾通信業務用

VHF無 線電話(国 際VHF)に よる港湾通信業務は,港 湾内 又はその付

近における船舶の交通整理,び ょう地,船 席の指定,検 疫のほか水先業務,

ひき船事業等を含む船舶の移動を安全かつ能率的に遂行するために行われる

ものである。

52年度末現在,海 上保安庁の海岸局59局 のほか,地 方公共団体の港湾管理

者が海岸局(ポ ー トラジオ)16局 を開設 してこの業務を行 っている。

貿易の伸長に伴い,我 が国主要港湾における内外船舶の往来はとみに増加

しているが,VHF無 線電話を利用する船舶数を東京湾に例をとると,52年

度においては,第2-3-14図 のとお りであ り,前 年度に比べ,26%の 増加

となっている。

なお,東 京湾におけるVHF無 線電話(国 際VHF)を 使用するポートラ

ジオの52年 度の通信状況をみると第2-3-15表 のとお りである。

上記のほか,港 湾内における船舶の移動と密接不可分の関係にある水先業

務及び引き船事業においても,VHF無 線電話(国 際VHF)を 港湾通信業

務に使用してお り,同 一港湾において共通の無線電話チャソネルを使用する

こととなるので,こ れらの者が港湾管理老と設備を共用 して一体的な運用を
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第2-3-14図VHF無 線電 話(国 際VHF)利 用船舶数

第2-3-15表 東京湾におけるポー トラジオの通信取扱状況

行 うことが必要になる。現在,水 先業務用海岸局1局(横 須賀)及 び引き船

事業用海岸局1局(那 覇)が 免許され運用中である。

また,水 先業務及び引き船事業においては,本 船と引き船との間等の通信

を円滑に行 うためVHF無 線電話(国 際VHF)の 一部の周波数を使用する
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船上通信局が使用されている。

我が国の船舶局の うちVHF無 線電話(国 際VHF)を 設置するものは,

外航航路に就航する船舶の船舶局,内 航航路の業務船舶無線電話局等を含め

て52年 度末現在4,709局 であるが,主 要港湾に出入する船舶はできる限 り

多くこの設備を設置 して港湾通信業務を行 うことによ り,航 行の安全及び能

率的な運行を図ることが望まれている。

9漁 業 用

我が国の漁業は,諸 外国の漁業専管水域設定等国際環境の変化により,遠

洋漁業はもちろん沿岸漁業にも種々重大な影響を受けている。

このような情勢の中にあって,漁 船の船舶局数は,52年 度末で5万1,457

局に達 し,昨 年度よ り3,832局 増加したが,増 加の著 しいものは10ト ン未満

の小型の漁船の船舶局である。この小型漁船の船舶局の増加の傾向は,沿 岸

漁場及び中小漁業の振興を図るための施策の拡充実施にもあずかってその一

因がある。

漁船は,船 型がおおむね小型であるにもかかわ らず,出 漁海域が広範にわ

たっており,か つ,洋 上で操業するとい う特殊性をもっているので,無 線通

信の果たす役割は極めて大きく,漁 場で能率よく操業するために,漁 海況,

気象,市 況等の情報の入手等,操 業,水 揚げに関する連絡を緊密,か つ,円

滑に行 うことが必要で,こ れ らを効率的に行 うことによって,漁 業経営の合

理化にも役立っている。

また,乗 組員とその家族 との間に行われるその安否等に関する公衆無線電

報の取扱いも,乗 組員の船上生活を安定させる上で欠 くことのできないもの

である。

漁業用海岸局は,漁 船の船舶局を通信の相手方として,無 線電信又は無線

電話により漁業通信を行 うものであるが,こ の うち,中 央漁業無線局は,遠

洋漁船との間に,短 波帯の周波数によ り漁業通信を行 うほか,沖 合漁船向け

にファクシミリによる漁海況通報,短 波帯による狭帯域直接印刷電信(テ レ
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プリンタ)通 信も行っている。

また,全 国の主要漁業根拠地には,漁 業協同組合,公 益法人,任 意組合等

が開設する漁業用海岸局があ り,近 年は,10ト ン未満の小型漁船の船舶局の

増加に対応して,1ワ ットDSBの 海岸局が増加している。

なお,海 岸局の中には,国(水 産庁)又 は地方公共団体が開設する漁業の

指導用海岸局を併せ開設 しているものもある。

次に,漁 船の船舶局又は漁業用の海岸局が使用 している周波数はまず,漁

船の船舶局のものは,漁 船の操業形態及び操業海域によって異なるが,沿 岸

漁業では27MHz帯 のDSB又 はSSBの 周波数,沖 合漁業では中短波帯.

遠洋漁業では短波帯の周波数を使用 している。

現在,漁 船の船舶局が使用 している周波数は,26MHz帯 及び27MHz帯

155波,中 短波帯102波,短 波帯317波,VHF帯30波 である。

また,漁 業用海岸局のものは,そ の所属する漁船の船舶局の操業海域,漁

業種別等に対応 してその設備の内容又は規模を異に してお り,所 属船舶局の

漁種によ り操業海域が遠洋,近 海,沿 岸等各海域にわたる場合は,短 波帯,

中短波帯及び超短波帯の周波数を使用 している。

(1)沿 岸漁業及び沖合漁業の無線通信

沿岸漁業に従事する漁船は,そ のほとんどが10ト ン未満のものでこれ らの

小型漁船には,主 として27MHz帯 の1ワ ヅトDSBの 無線設備が装備され

ている。 この設備は,価 格が低廉であること,機 器が小型で操作が容易であ

ること等のほか,無 線局の免許取得の方法 も簡便であることか ら,激 増の傾

向にあ り,そ の船舶局数は3万7,674局 に達 し,全 漁船の船舶局の うち73.2

%を 占めている。

これ らの漁船の行 う通信は,漁 海況の交換,投 網,揚 網に関す る連絡であ

るが,同 一の漁場に多数の漁船が集まって操業することもあって,そ の通信

は,特 定の時間帯に集中し,か つ,ふ くそ うす ることが多い。

また,沿 岸あるいは近海で,小 型機 船底び き網,ま き網,さ んま棒受け

網,い かつ り等に従事する50ト ソクラスの中型漁船は,中 短波帯及び短波帯
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の周波数を使用 して,漁 業通信を行ってお り,10ト ン以上100ト ン未満の海

水動力漁船1万5,464隻 のうち,1万2,977隻(83.9%)が 無線設備を装備 し

ている。

また,最 近,定 置網漁業及びまき網漁業において,網 の中の魚群の情報を

得るため,40MHz帯 の周波数を使用する遠隔制御魚群探知用無線設備(テ

レサウンダ)が 使用されるようになり,漁 業の省力化及び漁獲の向上化に役

立っている。

(2)遠 洋漁業の無線通信

遠洋漁業に従事する大型漁船の船舶局は,そ の操業海域が太平洋全域から

大西洋,地 中海,イ ンド洋と世界全海域に及んでお り,ま ぐろ,か つお漁業,

底びき網漁業,捕 鯨業,ま き網漁業等を行っているが,い ずれも操業期間は,

1年前後と長期にわたっている。

これ らの漁船の船舶局は,主 として短波帯の周波数によっているが,こ の

周波数は,世 界的に共通使用することになっているため,相 互使用による混

信があること,操 業海域によっては電波伝搬の関係か ら我が国の海岸局と連

絡がとれないことがあること等直接通信をする上で困難性があるが,陸 地と

の唯一の連絡手段 として重要な役割を果た している。

また,ま ぐろ漁業においては,中 短波帯の周波数を使用するラジオ ・ブイ

が有効に使用されてお り,は えなわの位置確認に利用されている。

(3)母 船式漁業の通信

母船式漁業には,南 氷洋捕鯨 と母船式北洋さけ,ま す,か に,底 魚,捕 鯨

等があるが,年 々国際的規制も厳しくなってきてお り,漁 獲量の枠 も減少し

ている。

これ らの母船 と独航船又は捕鯨船 との間,独 航船又は捕鯨船相互間の通信

は,中 短波帯,短 波帯及び27MHzの 周波数を使用 しているが,こ れ らは

出漁船の安全の確保と操業の円滑化に有効に使用されている。

母船式漁業においては,そ の通信量が膨大であることと,電 波伝搬の関係

から通信可能な時間が限 られていることから,短 時間に大量の通信を疎通さ
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せ るた め,狭 帯 域 直 接 印 刷 電 信 が 導 入 され て い る。

こ のほ か,ラ ジオ ・ブイ(セ ル コ ール ・ブ イ,レ ー ダ ・ブ イ等)を 使 用 し

て漁 獲 の 向上 を 図 って い る。

10新 聞 ・通信用

新聞社及び通信社の事業は,随 時随所に発生するいろいろな事件を迅速か

つ正確に報道することが生命であって,そ の手段 として通信が必要不可欠な

ものであるのはもちろんであるが,特 に,無 線通信は,陸 上移動無線及び同

報無線として利用されてお り,二 凸一スの取材,収 集及び供給に関し,重 要

な役割を果たしている。

この無線通信の うち,陸 上移動無線は98%を 占め,こ れに使用する周波

数は,VHF帯 及びUHF帯 で,主 として 取材活動に 使用されてお り,ま

た,同 報無線は2%で あ り,通 信社がVHF帯 及びUHF帯 を 使用 して,

一般ニュースのほか,経 済ニュース等を金融機関,新 聞社,民 間放送局,商

社等に対 して通報している。

なお,52年 度末現在,新 聞社及び通信社は3,343局 の無線局を運用してい

る。

11道 路管理用

日本道路公団は,道 路需要の急激な 増加 と,道 路整備促進 の 要請にこた

え,有 料道路の建設管理を行ってお り,高 速道路に ついては営業中18道 路

(2,195km),工 事中19道 路(2,621km),一 般有料道路については,営 業中

55道路(776km),工 事中19道 路(209km)と なっている。

高速道路における維持管理のための連絡は迅速性が要求されるが,現 在の

通信系としては次のものがある。

① 指令電話系

② 非常電話系

③ 業務電話系
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④ 移動無線電話系

⑤ 電光表示板の監視制御及び交通情報伝送系

⑥ 電力,防 災,気 象観測設備等の附帯設備監視制御系

このうち,高 速道路上の無線利用としては,名 神高速道路及び中央高速道

路の一部(八 王子,大 月間)で マイクロ回線を使用している例がある。

また,高 速道路上の巡回車や作業車等 と事務所との連絡をとる必要から,

日本道路公団のほか,首 都圏における首都高速道路公団,阪 神圏における阪

神高速道路公団及び各県の道路公社においても,そ れぞれ所管の高速道路の

維持管理のため,150MHz帯 あるいは,400MHz帯 の電波 を使用 してい

る。

12鉄 道事業用

(1)概 要

鉄道事業においては,列 車の安全運転と定時性の確保が最も重要な任務で

ある。

このめ,列 車の運行管理をはじめとし,線 路,列 車等の事故によ り運転ダ

イヤが乱れた場合の復旧,誘 発事故防止対策等のために運転指令所等のすべ

ての機関が集中的に活動 し,緊 急に措置する必要があるので,各 機関相互間

の自営の通信回線を有 している。

国鉄及び大手民鉄においては,回 線数が極めて多くなるため通信効率の向

上 と経済性の観点か ら特急列車停車駅等の主要駅,主 要変電所等を中心とす

る局地的有線網を構成し,こ れを運転指令所,電 力指令所等の中央機関に集

中 しているものが多い。

この局地集中機関と中央機関との回線は回線数が多 く,機 能上極めて重要

であるためマイクロ回線とし,ま た局地有線回線網が切断 した場合にも,通

信そ通を確保するため局地有線回線網相互間の接続によるう回ルートの設定

が可能 となっている。

これらの回線は,主 として運転指令,電 力指令,列 車集中制御等,列 車の
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運行に不可欠な回線を収容しているが,こ のほか旅客に対する列車運行状況

の周知,乗 車券,座 席の予約販売等にも利用 されてお り,運 転指令,電 力指

令,列 車集中制御等の回線は,緊 急時にも十分対応できる対策が講じられて

いる。

通信方式は電話が主であるが運転,電 力指令,列 車集中制御,座 席の予約

システム等電子計算機による情報処理のためのデータ伝送用の回線が増加し

てきている。

また,最 近における列車の過密化,高 速化に伴い,列 車集中制御,電 力系

統の集中管理等,電 子計算機による情報処理及びこれに基づく制御の自動化

等が逐次進行 しているので,今 後は,デ ータ通信が増大 し通信回線の重要度

が高 まるとともに,回 線信頼度の向上が要求され,無 線化区域が増大する傾

向にある。

(2)現 状と動向

ア.日 本国有鉄道

国鉄では,列 車の安全運行,操 車場における貨車の分解,列 車の組成,旅

客の要望に対応 した座席予約システム,貨 物輸送に関するあらゆる情報を処

理するシステム等に無線が利用されてお り,そ の主な ものは次のとお りであ

る。

① 運転指令,電 力指令,一 般業務用

本 社一 鉄道管理局……7,5GHz帯(固 定系)

12GHz帯(〃)

鉄道管理局一 鉄道管理局……7.5GHz帯(固 定系)

鉄道管理局一 現 場……60MHz帯(固 定系)

400MHz帯(固 定系 ・移動系)

7.5GHz帯(固 定系)

現 場 一 現 場……400MHz帯(移 動系)

(一般業務用に限る。)

② 新幹線列車無線400MHz帯(移 動系)
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③ 乗務員無線400MHz帯(移 動系)

④ 操車場作業用無線400MHz帯(移 動系)

150MHz帯(〃)

これ らの無線回線は,国 鉄の情報処理の進展と設備の近代化,合 理化及び

省力化によってますます信頼性の向上 と規模の拡大,質 的向上の要請が強く

なっている。

特にデータ伝送回線網の拡充強化と制御通信網の拡充は緊急の問題として

進展していくものとみられる。

また,東 北,上 越新幹線の建設工事の進行 と相まって新幹線の運転に不可

欠な運転指令,列 車無線等の回線を収容するためのマイクロ回線の整備,拡

充が進められている。

一方,東 北新幹線試験線区において,漏 えい同軸ケーブルを使用 した新 し

い列車無線システムについて実験中であ り,良 好な実験結果が得 られれば,

漏えい同軸ケーブルを使用 して列車無線 システムが東北,上 越新幹線全線に

導入されていくものとみられる。

在来線では,45年 度か ら使用を始めた乗務員無線が現在では大部分の線区

で使用され無線局数は約2万2千 局となっている。

この乗務員無線は列車の運転士,車 掌間の連絡及び列車と最寄駅の間の緊

急連絡に使用され,列 車の運行,保 安確保に大きな効果を上げてきてお り,

今後も増強されてい くものと思われる。

イ.民 鉄

民鉄では列車の安全運行,事 故発生時における運送指命と乗務員間の緊急

連絡,踏 切 り事故発生の際に列車の二重事故を避けるための警報,操 車場で

の作業等に無線が利用されており,そ の主なものは次の通 りである。

① 運転指令 ・電力指令用12GHz帯(固 定系)

7〃(")

2"(〃)

② 一般業務用12GHz帯(固 定系)
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7GHz帯(固 定系)

2"(〃.)

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

さらに一部の民鉄では,経 営の近代化 ・合理化のため,電 子計算機を導入

し,信 号設備,変 電所等の自動化を進めよ うとしてお り,こ れに必要な手段

として通信回線の拡充整備を図っている。

13電 気 ・ガス ・水道事業用

(1)電 気事業用通信

ア.現 状

電気事業は,国 民生活に直接的な関係をもってお り,こ の事業が円滑に遂

行されるためには,発 電所,変 電所等の各種施設の制御監視を常に迅速に行

う必要があ り,こ のため通信回線が不可欠のものとなっている。

この通信回線は,電 力会社の本社 ・支社 ・発電所 ・変電所等の間に設けら

れてお り,発 電所 ・変電所等の制御,監 視を数箇所の拠点で集中化 す るた

め,本 社又は支社等にそれぞれ中央又は系統給電指令所を設け,能 率的かつ

経済的な集中管理を行っている。このほか,各 電力会社が協力し,日 本全土

の電力の需給調整を図ることを目的として,中 央電力協議会を設け,各 電力

会社の電力の需給情報を収集するとともに,こ れを基づき電力の調整を図る

ため,同 協議会の中央給電連絡指令所 と各電力会社及び地域給電連絡指令所

と関係電力会社 との間に通信回線を構成 している。

これ らの通信回線の うち,幹 線系については,マ イクロ波回線が主軸とな

っているほか,水 力発電所 ダムの放流を住民に周知する放流警報用無線,気
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象観測用無線(テ レメータ回線)等 もあ り,52年 度末現在 で は,主 要発電

所,変 電所等6,000箇 所に2万 局の無線局が運用 されている。

さらに,電 気事業は,電 力会社以外では地方公共団体においても行われて

おり,事 業運営及びそれに必要な通信回線の構成 も小規模ではあるが,電 力

会社と類似の形態 となっている。

イ.動 向

最近の電力総需要量は,48年 度後半の石油危機から一時下降線をたどった

が,49年 度では横ぽいの状態 とな り,50年 度以降は再び上昇傾向をたどって

いる。各電力会社はこの状況にかんがみ,電 力資源の開発については原子力

発電に移行するす う勢 とな り,加 えて水力発電,石 炭火力発電を見直す傾向

にある。一方,そ の設備の大規模化,発 電所の遠隔化等か ら基幹送電線の容

量は年々大きくな り,超 々高圧(50万 ボル ト)送 電線へと移行する傾向にあ

る。

このような電力設備の大規模化に対処 して,電 力系統の安定かつ効率的な

運用を確保するため,災 害に強く,高 信頼度を有 し,か つ,多 量の情報を高

速度で伝送する必要があるので,本 社 ・支社,基 幹電力系統の各発電所,変

電所等の間における多重無線回線の増設,既 設回線を利用する う回ルートに

よる2ル ー ト化を図るとともに,次 の諸点に重点をおいて通信設備特に無線

設備の整備,強 化が図 られている。

① 電気事業の広域化に伴い,電 力系統の事故を他地域へ波及,拡 大させな

いため,事 故区間を高速 しゃ断する必要があ り,キ ャリアリレー(送 電線

の保護装置),系 統安定化制御システム等を導入する。

② 電力系統設備の運転管理の合理化及び集中管理制御化する。

③ 変動する負荷に対 して常時,安 定した電力を供給するため,電 子計算機

を導入 し,各 設備を有機的に連係する給電,運 用の総合的自動化を推進す

る。

(2)ガ ス事業用通信

ア.都 市ガスの需要は近年急速に増大 しているため,幹 線のガス導管は,
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中圧管か ら,高 圧管,超 高圧管に移行 しつつある。このようなガス圧の増大

等に伴って,導 管事故による ガス災害が 大規模化する おそれが 増大してい

る。このためガスの流量,圧 力,各 施設の動作状況等の制御を常時行い,ま

た,生 産量の調節を行 うため,本 社 と整圧所,工 場等 との問にテレメータ回

線及び指令回線が設置されている。 これ らの回線は有線及び無線回線である

が,主 要各社はこれ らの回線を本社の中央供給指令所に収容 し,集 中管理を

行 うとともに電子計算機を導入 して情報計算機を導入 して情報処理に当 り,

かつ,ガ ス需要動向を常時は握 し,適 切な需給調整を行っている。

このため,通 信回線については,自 動化に伴 うデータ通信の採用,中 央集

中化に伴 う保安通信システムの統一等に より,高 信頼度が要求されることか

ら無線回線が使用 されてお り,か つ,本 社,整 圧所,工 場間の幹線系につい

てはマイクロ波回線により構成 されている。

イ.動 向

都市ガスの需要は近年著しく増大し,そ の消費量は毎年約8%以 上の伸び

率を示 しており,ま た,供 給区域は 毎年2%以 上の伸び 率で 広域化 してい

る。

これ らの需要の変動に対応 して,事 業の拡大,合 理化等のため,機 能の総

合 自動化が推進される傾向があ り,特 に導管事故によるガス災害の大規模化

の防止,事 故復旧対策に重点をおいたガス施設の制御,監 視,連 絡体制の強

化が進め られている。

このため,通 信回線の需要はますます増大するとともに,無 線化の需要が

増大している。

(3)水 道事業用通信

水道事業は,健 康で文化的な生活を支えるばか りでなく,あ らゆる産業活

動又は都市機能を維持していく上で必要不可欠な事業である。

近年,産 業経済界の発展と相まって急激な都市化現象が現われ,都 市周辺

の人口は急速に増加 し,水 需要の増大を来 しているところか ら,水 道事業に

おいては取水場,浄 水池,送 配水等の水道各施設の新増設等,施 設を整備拡
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大するとともに,合 理的,能 率的な管理維持を図るため,電 子計算機を使用

した集中管理方式を導入す るなど,種 々の対策が講じられている。

これ らの施設及び方式を有効に活用するため,水 道事業においては関連地

域が広範囲に及ぶとい う性格もあって,各 事業所と本部との間に不断の連絡

を確保する必要があるとともに,特 に,送 配水設備に事故が発生 した場合に

は,事 故現場と本部間に緊急な連絡を図る必要が生ずる。

このため,自 営の無線回線が必要不可欠 とされ,東 京都 ・神奈川県 ・名古

屋市等その他地方公共団体が開設する水道事業用無線局は,固 定系,移 動系

とも,漸 次増加の傾向にあり,現 在.そ の数は4,500局 を超えている。

14道 路運送事業用

ハイヤー,タ クシー事業では,サ ービスの向上 と経営の合理化等を図るた

め,無 線局を開設し配車効率を上げている。すなわち,営 業所等に開設 され

た基地局から走行中又は待機中の無線車に対し,随 時配車指令を行い,迅 速

に利用者の需要に応じ,併 せて燃料の節約,運 転老に対する危険の予防等に

資している。

52年度末におけるタクシー事業における無線車数は16万 台でこれは全国タ

クシー台数23万8千 台の うち67%を 占めており,今 後も更に普及するもの

と思われる。

15ア マ チ ュ ア 業 務 用

我が国のアマチュア無線は昭和27年7月 再開されて以来逐年隆盛の一途を

たどり,52年 度末の局数は36万4,091局 となっている。また,ア マチュア局

を運用 している者の職業はあ らゆる職種にわた り,そ の年代は10代 から70代

までに及んでいる。

アマチュア業務は個人的な興味に基づいて行われるものであるが,こ れに

とどまらず諸外国との交信を通じて科学技術の交流を図り,国 際親善に果た

している役割も見逃すことでできない。



一236一 第2部 各 論

最近のアマチュア無線の通信形態は電信,電 話のほか,短 波帯の周波数に

よるテ レタイプ,ス ロー・スキャンニング ・テレビジョン等にまで広が り,

また51年1月 関係省令の改正が行われて宇宙無線通信への道が 開かれVHF

帯による月面反射通信等 この分野への研究,開 発が 期待さ れ る ところであ

る。

16簡 易無線業務用

簡易無線業務は米国の市民無線の例にな らい,広 い一般市民に電波を利用

するみちを開くために制度化されたものである。

簡易無線業務は,容 易に免許を受けることができるので,こ の利用老は極

めて多く,約55万 局で全無線局の約37%を 占めている。この うち26MHz帯

及び27MHz帯 の周波数の電波を使用する簡易無線局(以 下 「市民ラジオ」

とい う。)は35万2,700局 である。

一般簡易無線局は販売事業や建設事業等に多く利用され,市 民ラジオは,

構内巡視,レ クリェーション等に多く利用されている。

この無線局は電波を共通に使用するものであ り,相 互の混信については保

護されないものであるが,で きる限 り多数の無線局が同一の電波を使用 して

通信を行 うことができるようにするために空中線電力に制限(一 般簡易無線

局は5W以 下,市 民ラジオは0.5W以 下)を 設けるほか使用空中線について

も一定の制限を付している(一 般簡易無線局は地上高30m以 下,市 民ラジオ

についてはきょう体ホイヅプ2m以 下)。

17そ の 他

上記各項のほか,自 営の無線通信は次のとお り広 く各分野にわたっている

が,こ れ らの無線通信は一部が 固定通信であるほかほとんどが陸上移動業

務,携 帯移動業務又は無線標定業務等の移動通信である。

(1)国 の業務用

① 検察,矯 正管理,出 入国管理用



税 関 用

南極観測用

検疫,麻 薬取締用

港湾工事用

干拓事業用

林野事業用

漁業指導用

地質調査用

電波監理,電 波監視用

国の業務用以外の事業用

港湾建設事業用

コンテナ荷役用

造船事業用

石油採掘事業用

測 量 用

金融事業用

警備業務用

医 療 用

信号報知業務用

農 業 用

学校教育用

そ の 他
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